
北京集佳知識産権代理有限公司 北京集佳法律事務所 1

中国弁理士中国弁理士中国弁理士中国弁理士 経経経経 志強志強志強志強

北京集佳知識産権代理有限公司北京集佳知識産権代理有限公司北京集佳知識産権代理有限公司北京集佳知識産権代理有限公司

北京集佳法律事務所北京集佳法律事務所北京集佳法律事務所北京集佳法律事務所

2020202017171717年年年年11110000月月月月

裁判事件から見る中国知財訴訟の動向
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１、裁判の公正と効率化を図るための動き

２、判例の紹介

３、損害賠償金の算定、認容額の高額化、懲罰的賠償制

度導入の動き

４、グローバル知財戦略における中国の位置づけの変化
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出所：最高人民法院、SIPOの発表により作成

中国裁判所における知財関連民事訴訟第一審新受件数の推移
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12,357件、6.46％増

136,534件、24.82％増
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日米中における知的財産権関係訴訟（民事一審）の件数日米中における知的財産権関係訴訟（民事一審）の件数日米中における知的財産権関係訴訟（民事一審）の件数日米中における知的財産権関係訴訟（民事一審）の件数
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出所：「データから見る日本における特許侵害訴訟の現状」山口和弘、長野悦子
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指導判例の公表
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�最高人民法院「特許権侵害紛争案件の審理における

法律適用の若干問題に関する解釈（一）2010.1.1施行

�最高人民法院「特許紛争事件の審理における法律適

用の問題に関する若干規定（2015.2.1改正 ）

�最高人民法院「特許権侵害紛争案件の審理における

法律適用の若干問題に関する解釈(二)」2016.4.1施行

�北京市高級人民法院「専利権侵害判定指南》

（2017年改定）

司法解釈の制定
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判決書の標準化
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判決記録の厳格化
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「三審合一」の推進
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１、裁判の公正と効率化を図るための動き

２、判例の紹介

�特許発明の技術的範囲の解釈

�OEMにおける商標権侵害の判断

�著作権の有効活用とその注意点

�数字限定による基本特許の延命

３、損害賠償金の算定、認容額の高額化、懲罰的賠償制

度導入の動き

４、グローバル知財戦略における中国の位置づけの変化
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�オールエレメント原則（特例：環境技術特徴の記載）（特例：環境技術特徴の記載）（特例：環境技術特徴の記載）（特例：環境技術特徴の記載）

�均等論

�包袋禁反言（分割関係出願まで拡大）（分割関係出願まで拡大）（分割関係出願まで拡大）（分割関係出願まで拡大）

�先使用権の抗弁（営業秘密保護）

�自由技術実施の抗弁

�推奨標準の実施による抗弁

�善意取得者の抗弁

�共同侵害の連帯責任

�非侵害確認訴訟

などなど

日本企業に係る訴訟

日本企業がよく

使うOA対策

原告敗訴例 原告勝訴例

「民法総則」第123条

2017年10月1日施行
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OEMにおける商標権侵害の判断：商標使用行為に該当するか？

�行政管理機関行政管理機関行政管理機関行政管理機関（税関、工商行政管理局）： 商標使用行為に該当する商標使用行為に該当する商標使用行為に該当する商標使用行為に該当する；

判断理由：｢生産中における商標使用行為｣に該当する；

�但し、商標局の登録審査における「商標使用行為」を判断する際にOEM加工が商標

使用と見なさないケースがある。 （株式会社良品計画の「無印良品」商標の事例）（株式会社良品計画の「無印良品」商標の事例）（株式会社良品計画の「無印良品」商標の事例）（株式会社良品計画の「無印良品」商標の事例）

�裁判所裁判所裁判所裁判所

最高人民法院

（第(2014)民提字第38号2015.11.26

上海知識産権法院：

（2016）沪73民終47号

上海市高級人民法院：

(2009)沪高民三(知)終字第65号

深せん市中級人民法院：

(2016)粤03民終7603号

広東省高級人民法院：

（2011）粤高法民三終字第467号

北京知識産権法院

(2015)京知行初字第5119号

北京市高級人民法院：

(2010)高行終字第265号

上海知識産権法院

(2016)沪73民終37号

江蘇省高級人民法院：

(2015)蘇知民終字第00036号

浙江省高級人民法院：

(2014)浙知終字第25号

（2016）浙民再121号

商標使用行為に該当しない商標使用行為に該当する
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商標権侵害行為・・・他人の登録商標を無断で使用する

「商標法」「商標法」「商標法」「商標法」

第四十八条 この法律でいう商標の使用とは商標の使用とは商標の使用とは商標の使用とは、商品、商品の包装若しくは容器及

び商品取引書類上に商標を用いること、又は広告宣伝、展示及びその他の商業

活動中に商標を用いることにより商標を用いることにより商標を用いることにより商標を用いることにより、 商品の出所を識別するための行為商品の出所を識別するための行為商品の出所を識別するための行為商品の出所を識別するための行為を指す。

（中国国内？）（中国国内？）（中国国内？）（中国国内？）

第五十七条次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、登録商標専用権を侵登録商標専用権を侵登録商標専用権を侵登録商標専用権を侵

害害害害する。

（一）商標登録者の許諾を得ずに、同一の商品にその登録商標と同一の（一）商標登録者の許諾を得ずに、同一の商品にその登録商標と同一の（一）商標登録者の許諾を得ずに、同一の商品にその登録商標と同一の（一）商標登録者の許諾を得ずに、同一の商品にその登録商標と同一の商標を使用商標を使用商標を使用商標を使用するするするする

こと。こと。こと。こと。

（二）商標登録者の許諾を得ずに、同一の商品にその登録商標と類似の（二）商標登録者の許諾を得ずに、同一の商品にその登録商標と類似の（二）商標登録者の許諾を得ずに、同一の商品にその登録商標と類似の（二）商標登録者の許諾を得ずに、同一の商品にその登録商標と類似の商標を使用商標を使用商標を使用商標を使用し、し、し、し、

又は類似の商品にその登録商標と同一若しくは類似の商標を使用し、容易に混同を生じ又は類似の商品にその登録商標と同一若しくは類似の商標を使用し、容易に混同を生じ又は類似の商品にその登録商標と同一若しくは類似の商標を使用し、容易に混同を生じ又は類似の商品にその登録商標と同一若しくは類似の商標を使用し、容易に混同を生じ

させること。させること。させること。させること。

（後略）

司法解釈司法解釈司法解釈司法解釈（OEMにおける商標権侵害判断に係る）

最高人民法院「現在の経済 情勢下における知的財産裁判の大局支持に係わる若干の

問題に関する意見」（2009年）

最高人民法院弁公庁「OEM輸出製品の権利侵害問題に関する回答」（税関総署へ）

(2010年)

北京市高級人民法院「商標民事紛争事件の審理に関する若干問題への解答（2006年）
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�OEM製品に商標の標識を付ける行為は商標の使用行為では

ないため商標侵害に該当しない。

原告：香港FOCKER SECURITY PRODUCTS 

INTERNATIONAL LIMITED 社

被告：浦江亜環鎖業有限公司

事件の背景：

原告は中国における商標「PRETUL」の所有者。

被告がメキシコの商標「PRETUL」の所有者TRUPER HERRAMIENTAS S.A.DE C.V.社か

ら商標「PRETUL」の南京錠のOEM生産を受注し、製品を100％メキ

シコに輸出する。

1審判決：商標権侵害（寧波市中級人民法院（2011）浙甬知初字第56号）

2審判決：商標権侵害（浙江省高級人民法院（2012）浙知終字第285号）

再審：商標権侵害に該当しない（（（（最高最高最高最高人民法院人民法院人民法院人民法院、、、、（（（（第第第第(2014)(2014)(2014)(2014)民提字第民提字第民提字第民提字第38383838号、号、号、号、

2015.11.262015.11.262015.11.262015.11.26））））
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OEMにおける商標紛争事件：商標権を侵害しない
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被告：OEM製造者：振宇公司

（ OEM依頼者：米国ISAAC 
MORRIS LTD.社、米国商標

「PEAK SEASON 」の商標権

者、登録日2010年11月2日 ）

被疑侵害品（衣類）に使用した

標識
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原告：泉州匹克公司

中国登録商標

第676992号

指定商品：第25类の服装、靴

出願日：1992年2月18日、登録日：1994年2月7日）

第5087689号

指定商品：第25类の服装、靴

出願日：2005年12月28日、登録日：2009年9月28日

判決：

１審判決：商標権を侵害しない（上海市浦東新区人民法院）

２審判決： １審判決を取り消し、商標権を侵害する（上海知識産権法院 (2016)沪73民終37

号、2017年4月21日 ）

判決の趣旨：アマゾン中国のHPで購入できるため（証拠）、中国の消費者に誤認を生じさ

せる。

OEMにおける商標紛争事件：商標権を侵害する

課題：管轄裁判所はどこの裁判所？
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被告：OEM製造者：康尔健野

公司

（ OEM依頼者：オランダ ）

被疑侵害品（衣類）に使用した

標識

「PEAK50＋5 」
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原告：泉州匹克公司

中国登録商標

第726348号

指定商品：第18类の鞄

出願日：1993年8月12日、登録日：1995年1月21日）

第6259271号

指定商品：第18类の財布、旅行鞄など

出願日：2007年9月5日、登録日：2010年3月28日

判決：

１審判決：商標権を侵害する（北京市朝陽区人民法院）

２審判決：１審判決を取り消し、商標権を侵害しない（北京市第三中級人民法院（2014）三

中民終字第13592号 ）

判決の趣旨：中国国内で販売していないため中国消費者に誤認されることがない。

OEMにおける商標紛争事件：商標権を侵害しない
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被告：OEM製造者、浙江容大社

（ OEM依頼者：メキシコDAVASA 社、

メキシコ商標（出願日2006年7月6
日）「ROADAGE」、「Roadage」の商

標権者）

被疑侵害品（自動車部品）に使用し

た標識
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原告：于氏

中国登録商標第3442685号

指定商品：第12类の自動車部品

登録日：2004年8月21日

判決：

１審判決：商標権侵害（寧波市北仑区人民法院）

２審判決： １審判決を支持（寧波市中級人民法院）

再審判決：１審２審を支持（浙江省高級人民法院（2016）浙民再121号民事判決（2016.12.5）

判決の趣旨：判決の趣旨：判決の趣旨：判決の趣旨：

１、 OEM受注側の合理的な注意義務（発注側のメキシコ商標の合法性・正当性など）；

２、商標権者の実質的損害（原告の製品もメキシコに輸出しているため、利益が損なわれる

可能性ある）

使用状態：

OEMにおける商標紛争事件：商標権を侵害する

江蘇省高級人民法院も同じ考え方
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�特許発明の技術的範囲の解釈
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�著作権の有効活用とその注意点

�数字限定による基本特許の延命

３、損害賠償金の算定、認容額の高額化、懲罰的賠償制

度導入の動き

４、グローバル知財戦略における中国の位置づけの変化
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著作権の権利行使とその注意点

侵害品のネット販売サイド
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著作権の権利行使とその注意点

被告の企業登録
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著作権の権利行使とその注意点

被告の中国商標出願
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著作権の権利行使とその注意点

被告の中国商標出願
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被告の中国著作権登録

著作権の権利行使とその注意点
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原告の中国著作権登録

著作権の権利行使とその注意点
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原告の中国商標登録

著作権の権利行使とその注意点
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著作権の権利行使とその注意点
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著作権の権利行使とその注意点
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１、裁判の公正と効率化を図るための動き

２、判例の紹介

�特許発明の技術的範囲の解釈

�OEMにおける商標権侵害の判断

�著作権の有効活用とその注意点

�数字限定による基本特許の延命

３、損害賠償金の算定、認容額の高額化、懲罰的賠償制

度導入の動き

４、グローバル知財戦略における中国の位置づけの変化
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① 摩擦体の摩擦部の紙面に対する摩擦係数を摩擦係数を摩擦係数を摩擦係数を0.2～～～～1.0の範囲内に設の範囲内に設の範囲内に設の範囲内に設

定し定し定し定し、摩擦係数は、表面測定機を使用して、100mm/分、負荷4.9Nの条条条条

件において件において件において件において筆記用紙上で摩擦したときの摩擦係数を測定摩擦係数を測定摩擦係数を測定摩擦係数を測定する；

②摩擦体と紙面との間の摩擦係数を摩擦係数を摩擦係数を摩擦係数をμμμμとし、摩擦体を利用して紙面上の

熱変色性のパターン又は筆跡を摩擦する際に摩擦体が紙面上に加える

垂直方向の負荷を垂直方向の負荷を垂直方向の負荷を垂直方向の負荷をW(N)とし、摩擦体を利用して紙面上の熱変色性のパ

ターン又は筆跡を摩擦する際に摩擦体が紙面上を移動する速度を移動する速度を移動する速度を移動する速度を

V(m/s)とし、前記摩擦体を利用して紙面上の熱変色性のパターン又は筆

跡を摩擦する際に摩擦体が紙面と接触する接触面積を接触面積を接触面積を接触面積をA(cm2 ）とする場

合、30.4≧≧≧≧(µ××××W××××V)/A≧≧≧≧12.3の関係を満たし、

③W＝＝＝＝4.9N、、、、V＝＝＝＝0.5m/s場合、15.5≧≧≧≧µ/A≧≧≧≧5.5の関係を満たす

北京市第一中級人民法院の判決：進歩性を有しない進歩性を有しない進歩性を有しない進歩性を有しない ((2015)一中行(知)初字第15号)

構成要件①は、摩擦係数の測定方法であり、

構成要件②と③は、使用者の使用方法に対する限定であり、

よって、①～③はいずれも摩擦体そのものに対して限定するものではないため、進歩性

の判断に影響を与えない。

＜請求項１の部分和訳＞

従来技術の再権利化された特許の権利行使事件
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１、裁判の公正と効率化を図るための動き

２、判例の紹介

３、損害賠償金の算定、認容額の高額化、懲罰的賠償制

度導入の動き

４、グローバル知財戦略における中国の位置づけの変化



北京集佳知識産権代理有限公司 北京集佳法律事務所

損害賠償金の算定

最高人民法院「現在の経済 情勢下における知的財産裁判の大局支持に係

わる若干の問題に関する意見」（2009年）

第16条

（前略）侵害者が侵害により得た利益又は被侵害者が侵害により受けた損失

の具体的な金額を証明することが困難であるところ、前述の額が明らかに法前述の額が明らかに法前述の額が明らかに法前述の額が明らかに法

定賠償最高限度額を超えるという証拠がある場合，本事件における証拠状定賠償最高限度額を超えるという証拠がある場合，本事件における証拠状定賠償最高限度額を超えるという証拠がある場合，本事件における証拠状定賠償最高限度額を超えるという証拠がある場合，本事件における証拠状

況を総合的に勘案し，法定最高限度額以上において合理的損害額を確定況を総合的に勘案し，法定最高限度額以上において合理的損害額を確定況を総合的に勘案し，法定最高限度額以上において合理的損害額を確定況を総合的に勘案し，法定最高限度額以上において合理的損害額を確定し

なければならない。法律に別段の定めがある場合を除き、法定賠償を適用す

る際に、侵害行為を差止めるために支払った合理的な支出を別途計算合理的な支出を別途計算合理的な支出を別途計算合理的な支出を別途計算しな

ければならない。 （後略）

特許法第65条

権利者が侵害により実際に受けた損失

侵害者が侵害により得た利益

当該専利許諾使用料の倍数

上記証明できない場合、専利権の種類、侵害行為の性質及び情状などの要素に基

づいて1万～万～万～万～100万人民元万人民元万人民元万人民元以下の賠償を確定することができる。

+ 合理的支出
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損害賠償金の立証

最高人民法院「民事訴訟証拠に関する若干規定」

第2条

当事者は自らが提起した訴訟請求の根拠となる事実又は相手

方の訴訟請求の根拠となる事実に対する反論について、これを

証明する証拠を提供する責任を負う。

証拠を有さないか、又は証拠が当事者の事実主張を証明する

に足りない場合、挙証責任を負う当事者が不利な結果を負うも

のとする。
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ブラザー工業株式会社 VS. 寧波舒普機電科技有限公司

特許：「間欠押さえ上下駆動装置、この装置を備えたミシン」

（ZL200510056229.8）

一審判決（上海知識産権法院2017.7）

侵害行為の即時停止、損害賠償金５５０万元（約8800万円）の

支払いを命じた。（内訳：法定賠償金５００万元＋合理的な支出

５０万元）

法定賠償金の算定例（特許侵害事件）
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周氏 VS 新百倫社、盛世社 （商標侵害事件）

第一審裁判所：広州市中級人民法院 （2015年4月21日 ）

損害賠償の認容額：9800万元（約15.7億円）

第二審裁判所：広東省高級人民法院 （2016年6月16日 ）

損害賠償の認容額：500万元（約8千万円）

損害賠償金算定例：第三者の評価書による貢献度（寄与率）に基づく算定
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損害賠償金算定例： 商標ブローカによる権利行使への制限

37

原告：広州市指南針会展服務有限公司等

被告：ユニクロ中国法人

事件の背景：原稿は中国における‘UL’商標の所有者だが、実際この

商標を使用していない。ユニクロの衣類にある表示が‘UL’商標を侵

害したと主張。被告は「ウルトラライトダウン」が「とても軽いダウン」の

意味を表しており商標使用ではない。

1審判決：商標権侵害、賠償責任なし

（上海市第二中級人民法院（2014）沪二中民五（知）初字第150号）

2審判決：１審判決支持

（上海市高級人民法院（2015）沪高民三（知）終字第43号）

ULTRALIGHTDOWN
ウルトラライトダウンウルトラライトダウンウルトラライトダウンウルトラライトダウン
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握奇社 VS 恒宝社

（ネットバンキング用USBKey特許侵害事件）

第一審裁判所：北京知識産権法院

(（2015）京知民初字第441号、2016年12月8日）

損害賠償金：4900万元（約7.8億円）

合理的支出（弁護士費用等）：100万元（約1600万円）

合理的支出の算定例：代理契約やタイムチャージに基づく算定
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損害賠償の認容額の高額化傾向

� Apple社 VS Qualcomm社 10億中国元（約160億円）

� Qualcomm社 VS 魅族（MEIZU）社 5.2億中国元（約83億円）

� SAMSUNG社 VS HUAWEI社 1.6億中国元（約26億円）

� HUAWEI社 VS SAMSUNG（中国）社 0.8億中国元（約13億円）

� BAIDU社 VS SOGOU社 1億中国元（約16億円）

2016年北京知識産権法院が行った特許侵害事件の一審判決の

平均賠償金額は、 2015年に比べ206.67%増加。 「法治日報」
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故意的専利権侵害行為に対する懲罰的賠償制度導入の動き

�最高人民法院「現在の経済 情勢下における知的財産裁判の大局支持に係わる若干

の問題に関する意見」（2009年）

�国務院の「財産権保護制度を完備し、法に基づいて財産権を保護する意見」 （2016年

11月4日）

�社会科学院発表の「法治青書2017」

� 政府方針政府方針政府方針政府方針

� 故意的専利権侵害行為とは、

（第四次専利法改正案）

第68条第1項

（前略）故意的専利権侵害行為について、人民法院は、権利侵害行為の情状、

規模、損害結果などの要素にも基づいて上記方法により確定された金額の１倍１倍１倍１倍

以上３倍以下で賠償金額以上３倍以下で賠償金額以上３倍以下で賠償金額以上３倍以下で賠償金額を確定することができる。（後略）

第60条第2項

グループ性権利侵害、重複的権利侵害などの市場秩序を撹乱する故意的専利グループ性権利侵害、重複的権利侵害などの市場秩序を撹乱する故意的専利グループ性権利侵害、重複的権利侵害などの市場秩序を撹乱する故意的専利グループ性権利侵害、重複的権利侵害などの市場秩序を撹乱する故意的専利

権侵害行為に対し（後略）権侵害行為に対し（後略）権侵害行為に対し（後略）権侵害行為に対し（後略）
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１、裁判の公正と効率化を図るための動き

２、判例の紹介

３、損害賠償金の算定、認容額の高額化、懲罰的賠償制

度導入の動き

４、グローバル知財戦略における中国の位置づけの変化



北京集佳知識産権代理有限公司 北京集佳法律事務所 42

米ウォール・ストリート・ジャーナルの報道（米ウォール・ストリート・ジャーナルの報道（米ウォール・ストリート・ジャーナルの報道（米ウォール・ストリート・ジャーナルの報道（November 7, 2016)November 7, 2016)November 7, 2016)November 7, 2016)

外国企業同士の紛争事件が増加する傾向
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外国企業同士の紛争事件が増加する傾向
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外国企業同士の紛争事件が増加する傾向

中国で知財訴訟を提起するメリット

�生産基地である

�判決に要する期間が短い

�判決書の論理性・厳密性が評価されている

�認容額の高額化

�代理人費用が比較的に安い
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中国におけるパテントトロールの動き

Wireless Futures TechnologiesWireless Futures TechnologiesWireless Futures TechnologiesWireless Futures Technologies社社社社 VS.VS.VS.VS. Sony Mobile CommunicationsSony Mobile CommunicationsSony Mobile CommunicationsSony Mobile Communications社社社社

Wireless Futures Technologies社はカナダのWilan Inc 社の子

会社である。

Wilan社はNPENPENPENPE （（（（nonnonnonnon----practisingpractisingpractisingpractising entityentityentityentity）））） である。

関連特許：ZL2008800227075 （LTE標準技術）

2015年4月1日、特許権がNokia社からWireless Futures 

Technologies社に移転。

受理裁判所：南京市中級人民法院

損害賠償請求金額：800万元（約1億3千万円）
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米国PRX社が保有する中国特許

特許権の移転

中国におけるパテントトロールの動き



ご清聴ありがとうございました！ご清聴ありがとうございました！

ご質問・お問合せご質問・お問合せご質問・お問合せご質問・お問合せ zhiqiang.jing@unitalen.com

http://www.unitalen.com
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しております。しております。しております。しております。

� 事務所の特徴事務所の特徴事務所の特徴事務所の特徴

� ワンスドップサービスワンスドップサービスワンスドップサービスワンスドップサービス
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す。す。す。す。

� 日本語サービス日本語サービス日本語サービス日本語サービス
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� 強力な知財保護ネットワーク強力な知財保護ネットワーク強力な知財保護ネットワーク強力な知財保護ネットワーク
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サービスを提供することができます。サービスを提供することができます。サービスを提供することができます。サービスを提供することができます。
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